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　抄　録　サポート要件は，平成15年改訂前の審査基準下では形式的に運用されていましたが，平成
15年改訂審査基準は，発明が解決しようとする課題等の記載を実質的に判断するとされ，偏光フィル
ム事件大合議判決（平成17年）も同旨であったため，実施可能要件との区別は，特に委任省令との関
係において混沌としており，意見が一致していません。
　なお，フリバンセリン事件判決（平成22年）は，偏光フィルム事件大合議判決の射程範囲を限定的
に解釈しましたが，フリバンセリン事件判決が踏襲されているとは言い難い状況です。
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1 ．	はじめに

実施可能要件とサポート要件とは，審査基準
に判断基準が説明されているものの，両要件は
重なり合う範囲もあることから区別することが
困難であり，両要件の関係については必ずしも
意見が一致していません。
本稿においては，各要件の趣旨及び運用状況

を説明し，特許法改正及び審査基準改訂の経緯
を確認するとともに，裁判例の動向を検討しま
す。

2 ．	実施可能要件について

2．1　条文（特許法36条４項１号）

特許法36条４項１号は，「経済産業省令で定
めるところにより，その発明の属する技術の分
野における通常の知識を有する者がその実施を
することができる程度に明確かつ十分に記載し
たものであること。」と定めています。
これを受けて，特許法施行規則第24条の２は，

「特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省

実施可能要件とサポート要件との関係
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令で定めるところによる記載は，発明が解決し
ようとする課題及びその解決手段その他のその
発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者が発明の技術上の意義を理解するため
に必要な事項を記載することによりしなければ
ならない。」と定めています。

2．2　委任省令の趣旨

発明とは，新たな技術的思想を創作すること
であるから，出願時の技術水準に照らして当該
発明がどのような技術上の意義を有するものか
（どのような技術的貢献をもたらしたか）を理
解できるように記載することの重要性が，当該
委任省令の趣旨の一つとして挙がっています１）。

2．3　実施可能要件の具体的な運用

明細書及び図面に記載された発明の実施に関
する開示と出願時の技術常識とに基づき，当業
者が当該発明を実施しようとしたときに，どの
ように実施するかが理解できない場合（ex. 過
度の試行錯誤を要する場合）には，当業者が実
施することができる程度に発明の詳細な説明が
記載されていないこととなります。
これらの要件は，上位概念の発明がクレーム
されている場合は，下位概念の実施例を見た当
業者が，クレームされた発明全体を実施可能で
ある必要があります。
なお，特許法36条４項１号の「実施」とは，
①物の発明はその物を作ることができ，かつ，
その物を使用できること，②方法の発明はその
方法を使用できること，③物を生産する方法の
発明はその方法により物を作ることができるこ
とを意味します２）。
ここで注意すべきことは，実施可能要件は，
特許法上「実施」が「可能」であれば満たすと
されていますが，委任省令において「発明の技
術上の意義を理解するために必要な事項を記載
すること」が要求されています。この点は裁判

例においても常に要求されていますので，物の
発明について明細書及び図面の記載から“当該
物を作り，使用することができる”と主張する
のみでは不十分です。

3 ．	サポート要件について

3．1　条文（特許法36条６項１号）

特許法36条６項１号は，「特許を受けようと
する発明が発明の詳細な説明に記載したもので
あること。」と定めます。

3．2　サポート要件の趣旨

請求項に係る発明は，発明の詳細な説明に記
載した範囲を超えるものであってはなりませ
ん。発明の詳細な説明に記載していない発明に
ついて特許請求の範囲に記載することになれ
ば，公開していない発明について権利を請求す
ることになるからです。本号の規定は，これを
防止するためのものと説明されています３），４）。

3．3　サポート要件の具体的な運用

請求項に係る発明と，発明の詳細な説明の記
載との対比は，表現上の整合性に捉われず，実
質的な対応関係を検討します。このことは，単
に表現上の整合性のみで足りると解すると，実
質的に公開されていない発明について権利が発
生することとなり，本規定の趣旨に反するため
です。
出願時の技術常識に照らしても，請求項に係

る発明が発明の詳細な説明において課題が解決
できることを当業者が認識できるように記載さ
れた範囲を超えている場合は，サポート要件違
反となります
実質的な対応関係は，発明の詳細な説明に，

発明の課題が解決できることを，明細書等の記
載事項に加えて，出願時の技術常識を考慮して，
当業者が認識できるように記載された範囲を超
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えるか否かにより判断します５）。

4 ．	特許法改正と審査基準改訂の経緯

4．1　昭和34年法

昭和34年法においては，旧法36条５項は，「特
許請求の範囲には，発明の詳細な説明に記載し
た発明の構成に欠くことができない事項のみを
記載しなければならない。」と規定していまし
た。

4．2　昭和62年法／平成５年改訂審査基準

昭和62年法においては，旧法36条５項が，「特
許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に
記載したものであること」とする旧法36条４項
１号（サポート要件）と，「特許を受けようと
する発明の構成に欠くことができない事項のみ
を記載した項（以下「請求項」という。）に区
分してあること。」とする旧法36条４項２号に
分離されました。
法改正後の平成５年改訂審査基準において
は，サポート要件の規定について，「用語の統
一など形式的整合性を求める形式的要件であ
る。」と解説され，同要件違反とされる類型と
して，（ⅰ）「発明の詳細な説明中に，請求項に
記載された事項と対応する事項が記載も示唆も
されていない場合」と，（ⅱ）「請求項及び発明
の詳細な説明に記載された用語が不統一であ
り，その結果，両者の対応関係が不明瞭となる
場合」が提示されていました。
すなわち，実務上，請求項の記載を発明の詳
細な説明の中に転載しておけば，サポート要件
を満足すると考えられていました。その上で，
「実質的」な記載については，実施可能要件の
中で判断されるという運用でした６）。

4．3　		平成６年法（審査基準・運用に変更
なし）

昭和62年法の記載要件のうち，「発明の構成
に欠くことができない事項のみを記載」とは，
国際的にみても非常に厳しく，自由度の高い請
求項の記載への要請が強まったため，平成６年
改正により旧法36条５項１号として「特許を受
けようとする発明を特定するために必要と認め
る事項のすべてを記載しなければならない」と
改訂されました。
他方，「特許を受けようとする発明が発明の
詳細な説明に記載したものであること」という
サポート要件は，条文の位置が36条６項１号に
移動されましたが，形式的に審査するという運
用は変更されませんでした。

4．4　平成６年法／平成15年改訂審査基準

平成６年法改正により記載要件が緩和され，
抽象的・機能的な請求項が増加したことに伴
い，発明の技術的範囲の予測性が害されるとい
う懸念から，サポート要件の審査を厳密にすべ
きであるとの指摘がなされるようになるととも
に７），特許請求の範囲と明細書の開示のバラン
スを適正なものとして，特許庁の先行技術の調
査負担を解消して審査実務の迅速化を図る等，
出願審査段階における審査の効率化も求められ
るようになりました。
この時期は，英国においてBiogen判決８）が，
遺伝子関連発明についてSupport要件違反と判
断し（1995年），米国においてもRegents事件
CAFC判決９）が，実施可能要件の充足を認めつ
つ，当初クレームについてWritten Description
要件を充足しないと判断するなど（1997年），
国際的に開示要件強化の動きが見られるように
なり，これが日本の審査基準の運用に影響を及
ぼしたと言われています10）。
このような状況を受けて，平成15年に審査基
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準が改訂され，請求項の記載と発明の詳細な説
明の対比・検討に当たっては，具体的な記載内
容の「実質的」な対応関係についても審査する
運用となりました。すなわち，平成15年改訂審
査基準は，法36条６項１号の判断手法につき，
「請求項に係る発明が，発明の詳細な説明にお
いて発明の課題が解決できることを当業者が認
識できるように記載された範囲を超えるもので
あるか否かを調べることにより行う。」と規定
し，同条項違反の類型として，従前の審査基準
に記載されていた２類型に加え，（ⅲ）「出願時
の技術常識に照らしても，請求項に係る発明の
範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容
を拡張ないし一般化できるとはいえない場
合。」，（ⅳ）「請求項において，発明の詳細な説
明に記載された発明の課題を解決するための手
段が反映されていないため，発明の詳細な説明
に記載した範囲を超えて特許を請求することと
なる場合。」の２類型を追加しました。

4．5　小　　括

以上のような審査基準の改訂の経緯があり，
裁判例も審査基準と乖離していなかったため，
従前は，「請求項に係る発明が，発明の詳細な
説明において発明の課題が解決できることを当
業者が認識できるように記載された範囲を超え
るものであるか否か」という「実質的」な判断
は実施可能要件の問題とされていましたが，近
時は，サポート要件においても「実質的」な判
断を行う傾向にあります。
この結果，実施可能要件及びサポート要件は
何れも「実質的」な判断を行うこととなるため，
両要件の「実質的」な判断基準は同じであるか，
違うならば如何に区別されるのかが問題とな
り，両要件の関係は一層混沌としています。
以下，裁判例を紹介します。

5 ．	両要件を区別せず判断した裁判例

以下の①乃至⑤の裁判例は，両要件を明確に
区別せずに，実施可能要件違反を認定した後，
ほぼ同一の理由により，サポート要件違反でも
あると認定した事案です（特に②の裁判例は，
判決中で「表裏一体の問題」と判示しました。）。

5．1　嘔吐治療剤事件11）（平成15年）

「嘔吐治療剤として有効であることを裏付け
る記載を欠くものであると認められるから…改
正前特許法36条４項に規定する要件を満たさな
いというべきである。さらに，同様の理由によ
り…発明の詳細な説明において裏付けられた範
囲を超えた発明が記載されているものと言うほ
かはなく…改正前特許法36条５項１号…に規定
する要件を満たさない…。」

5．2　核酸分子事件12）（平成17年）

「特許法36条６項１号の記載要件は，特許請
求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付
けがあるか否かという問題であり，…同条４項
の記載要件の議論とは，いわば表裏一体の問題
ということができる。」
「…遺伝子に関する発明は，有用性が明らか
にされて初めて産業上利用できる発明として認
めるべきものであるのに，明細書の発明の詳細
な説明に記載された有用性の明らかな核酸分子
のみならず，有用性を有しない核酸分子をも包
含している本願発明の特許請求の範囲は，発明
の詳細な説明に記載された発明を超えるものを
記載していることとなり，同条６項１号の記載
要件を満たしていないことが明らかである。」

5．3　抗体分子事件13）（平成17年）

「本願明細書の実施例１の記載から，本願発
明が裏付けられているということはできず，当
業者…が容易に本願発明を実施することができ
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るとも言えないから，その旨の審決の判断は正
当」

5．4　像処理装置事件14）（平成17年）

（実施可能要件違反の項）「で述べたところか
らすると，本願明細書には…当業者が認識でき
る程度の記載があるとはいえない。」から，36
条６項１号違反である。

5．5　組換え核酸配列事件15）（平成19年）

（実施可能要件違反の項）「で説示したとおり，
本願明細書の発明の詳細な説明には，当業者が
容易にその実施をすることができる程度に，本
願発明の構成が記載されておらず，当業者が本
願発明の実施するためには合理的に記載しうる
程度を超える試行錯誤を要するものと認められ
るから，…記載があるとは到底認められない。」

6 ．			サポート要件を「実質的に」判断
した裁判例

6．1　		偏光フィルム事件16）（平成17年）

同知財高裁大合議判決は，サポート要件を「実
質的に」解釈した代表的な裁判例です。
以下に，判旨を抜粋します。
「特許請求の範囲に発明として記載して特許
を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明
に，当該発明の課題が解決できることを当業者
において認識できるように記載しなければなら
ない…。そして，…本件発明は，特性値を表す
二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一
定の数式により示される範囲をもって特定した
物を構成要件とするものであり，いわゆるパラ
メータ発明に関するものであるところ，このよ
うな発明において，特許請求の範囲の記載が，
明細書のサポート要件に適合するためには，発
明の詳細な説明は，その数式が示す範囲と得ら
れる効果（性能）との関係の技術的な意味が，

特許出願時において，具体例の開示がなくとも
当業者に理解できる程度に記載するか，又は，
特許出願時の技術常識を参酌して，当該数式が
示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得
られると当業者において認識できる程度に，具
体例を開示して記載することを要するものと解
するのが相当である。」

6．2　被覆硬質部材事件17）（平成20年）

同判決は，36条６項１号の趣旨を述べた上で
大合議判決を引用し，明細書の４例の実施例の
みでは「上限の定まらないＩａ値2.3以上の全
範囲にわたって，本件発明の課題を解決し目的
を達成できることを裏付けているとは到底いう
ことができない。」と判断し，また，「実施例の
範囲で追試が可能であることと，Ｉａ値につい
て上限の設定されていないことに起因する特許
がその請求の範囲すべてで発明の課題等が解決
可能かのように記載されていることは，別の問
題である。」と判示しました。
これに対し，36条４項１号違反については，

「被覆硬質部材の製造条件として，皮膜組成の
成分割合等のＩａ値にとって重要であるパラメ
ータにつきその開示を欠くものであって，その
記載に係る製造条件のみでは皮膜のＩａ値を決
定又は特定することができず，所定のＩａ値を
保有する皮膜を製造することができない」と認
定し，サポート要件違反と異なる理由で，実施
可能要件違反を認定しました。
このように，「実質的に」判断するとしても，

同判決は，サポート要件は「発明の課題を解決
し目的を達成できることを裏付けている」か否
か，実施可能要件は，数値限定対象のＩａ値が
所定の値である皮膜を製造することができるか
否かを，それぞれ問題としています。
尤も，同判決は，当業者が発明を実施するこ
とが可能かという36条４項１号の問題です。委
任省令（特許法施行規則第24条の２）とサポー
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ト要件との区別は一層曖昧であり，その後の裁
判例を概観しても，これらの区別を正面から検
討した裁判例は見当たりません。
サポート要件の判断基準は大合議を踏襲し，
実施可能要件は異なる判断基準で判断した他の
裁判例としては，知財高判平成23年２月10日（平
成22年（行ケ）第10153号）等があります。

7 ．			サポート要件を「形式的に」判断
した裁判例

7．1　		フリバンセリン事件18）（平成22年）

同判決は，医薬用途発明において，明細書中
に薬理データ等が記載される必要性について以
下のように判示して，大合議判決（偏光フィル
ム事件）の射程範囲を限定的に解釈しました。
同判決は，36条６項１号の趣旨を述べた上で，

「『発明の詳細な説明』の記載内容に関する解釈
の手法は，同規定の趣旨に照らして，『特許請
求の範囲』が『発明の詳細な説明』に記載され
た技術的事項の範囲のものであるか否かを判断
するのに，必要かつ合目的的な解釈手法による
べきであって，特段の事情のない限りは，『発
明の詳細な説明』において実施例等で記載・開
示された技術的事項を形式的に理解することで
足りる…。
大合議部判決の判示は，（1）『特許請求の範囲』
が，複数のパラメータで特定された記載であり，
その解釈が争点となっていること，（2）『特許
請求の範囲』の記載が『発明の詳細な説明』の
記載による開示内容と対比し，「発明の詳細な
説明』に記載，開示された技術内容を超えてい
るかどうかが争点とされた事案においてされた
ものである。これに対し，本件は，①「特許請
求の範囲」が特異な形式で記載されたがために，
その技術的範囲についての解釈に疑義があると
審決において判断された事案ではなく，また，
②『特許請求の範囲』の記載と『発明の詳細な

説明』の記載とを対比して，前者の範囲が後者
の範囲を超えていると審決において判断された
事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件と
は，上記各点において，その前提を異にする。」
もっとも，同判決に従っても，医薬用途発明

の薬理データは実施可能要件の問題となりま
す。
医薬用途発明において明細書に薬理データが

欠如していた平成23年（行ケ）第10179号事件は，
実施可能要件違反と判断されました。
本件事案も，審決取消後の再度の拒絶審決は

実施可能要件違反とされ，確定しています。

7．2　		フリバンセリン事件後の裁判例の動向

フリバンセリン事件判決は「特段の事情のな
い限りは，『発明の詳細な説明』において実施
例等で記載・開示された技術的事項を形式的に
理解することで足りる」と，大合議判決の射程
範囲を限定的に解釈しましたが，その後の裁判
例が踏襲しているとは言い難い状況です。
例えば，平成23年（行ケ）第10234，10235号に
おいては，特許権者がフリバンセリン事件判決
を引用して，サポート要件は形式的に判断すべ
きと主張しましたが，大合議判決に従って実質
的に判断する旨を判示しました。
また，医薬用途発明に係る平成23年（行ケ）第
10147号もサポート要件を実質的に捉えました。
平成24年（行ケ）第10299号も，「発明の詳細な
説明…は，…本件発明の解決すべき課題を解決
できることを示したことにはならない。」とし
て，サポート要件違反を実質的に判断しました。
その他の近時の下級審裁判例を概観しても，
サポート要件について，「…実施例等で記載・
開示された技術的事項を形式的に理解すること
で足りる」と判示したものは見当たりません。
このような近時の裁判例の動向に鑑みると，
今後も，大合議判決に従って，サポート要件は
実質的に理解され，「発明の詳細な説明に，当
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該発明の課題が解決できることを当業者におい
て認識できるように記載しなければならない」
と判断される傾向が続くと予想されます。

8 ．	ま と め

平成15年審査基準改訂後は，サポート要件を
「実質的」に判断する運用が定着しています。
実施可能要件は，36条４項１号の「実施」が

「可能」となる記載と，委任省令（特許法施行
規則第24条の２）の「技術上の意義」の記載を
含みますが，特に後者との関係では，サポート
要件の判断基準との区別が困難となっており，
これを区別しない裁判例も存在します。
両者を区別するか否かとは一応別問題とし
て，偏光フィルム事件大合議判決はサポート要
件を実質的に判断する旨の平成15年審査基準改
訂と同旨であるところ，フリバンセリン事件判
決はサポート要件を原則として形式的に判断す
ると解釈し，大合議判決の射程範囲を限定しま
した。
尤も，その後の下級審裁判例を概観すると，
フリバンセリン事件判決が踏襲されているとは
言い難い状況ですから，大合議判決を踏まえた
議論・当て嵌めが必要と考えられます。
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